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気 象 庁

気象業務法施行令の一部を改正する政令案について

１．政令案の趣旨

第１６８回臨時国会で成立した気象業務法の一部を改正する法律の施行に伴い、気象

業務法施行令において、地震動及び火山現象の予報及び警報の種類並びに通知先を追加

する等所要の改正を行う必要がある。

２．政令案の概要

（１）一般の利用に適合する予報及び警報

第４条においては、気象業務法（以下「法」という。）第１３条に基づき、一般の

利用に適合する予報及び警報の種類及び内容について定めているところ、法の改正に

伴い、新たに地震動及び火山現象の予報及び警報についての規定を追加等する。

（２）航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報

第５条においては、法第１４条第１項に基づき、航空機及び船舶の利用に適合する

予報及び警報の種類について定めているところ、法の改正に伴い、当該予報及び警報

の種類に火山現象に関係する予報及び警報を追加等する。

（３）警報事項の通知

第７条においては、法第１５条第１項に基づき、警報事項の通知について、警報の

種類ごとに通知先を定めているところ、法の改正に伴い、地震動警報、火山現象警報

及び地面現象警報の通知先についての規定を追加等する。

（４）経過措置

この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

３．閣議決定予定

平成１９年１１月１６日(金)

問い合わせ先：気象庁地震火山部管理課

03-3212-8341（内線4503,4509）


